
平塚市地域公共交通網形成計画 中間評価（案）について 

 

１ 中間評価の目的 

 令和元年（2019 年）５月に策定した平塚市地域公共交通網形成計画は、計画の策定期間が令和９年度

（2027年度）までの９年間となることから、中間年度となる5年目を目途に必要に応じて中間評価を行い、

施策や目標値の見直しを検討するとしており、今年度に中間評価を実施し、部分的な見直しを行います。 

 

２ 計画策定時からの環境変化 

（１） 根拠法令の改正 

 令和２年の地域公共交通活性化再生法の改正により、網形成計画に代わって、「地域公共交通計画」の策定

が努力義務化されました。策定済の網形成計画については、地域公共交通計画とみなされますが、違いは次

のとおりです。 

 

（２）新型コロナウイルスまん延後の行動変容 

 これまでもモータリゼーションの進展や人口減少によって、公共交通の利用者は減少傾向にありましたが、

新型コロナウイルスまん延後は、テレワークやオンライン会議などが普及し、コロナ禍前の利用者に戻らない

のが現状です。 

 

（３）運輸業界におけるドライバー不足の深刻化 

 本市にいては、持続可能な公共交通の確保維持のため、深刻化する路線バスのドライバー不足解消の一助

として、自動運転など新たな技術の導入を行うことや、路線バスを補う新たなモビリティサービスの導入が

求められています。 

このため、令和５年度から神奈川中央交通株式会社とともに、平塚駅南口エリアにて自動運転バス実証実

験に取り組んでいるほか、令和６年度からは横浜市、川崎市、杉並区とともに hab 株式会社による「あたら

しい放課後プロジェクト」（子供向けの相乗りタクシー）実証実験について、国に対し事業推薦いたしました。 

引き続き、AI デマンド交通等、新たなモビリティサービスの導入について地域と検討していきます。 
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３ 網形成計画記載の「評価指標」の達成状況について 

 令和５年度第 2 回地域公共交通活性化協議会にて、網形成計画ｐ７４記載の評価指標の達成状況について

ご報告しました。全 11 項目中、8 項目で目標を達成（または達成見込み）しており、多くの項目で評価指標の

目標を達成しています。（資料３－２参照） 

一方でこの評価指標を達成するために取り組んでいる、「具体の施策内容」（網形成計画ｐ５３記載）につい

ては、全３６項目中、達成は１０項目、一部達成は７項目、未達成は 19 項目であり、特に鉄道の利便性向上の

促進（７項目）については、長期的な課題であることから、目立った進捗が見られないのが現状です。（資料３

－３参照） 

 

４ 中間評価に向けた今後の進め方と網形成計画の部分的な見直しについて 

 中間評価については今回の事務局案を元に、いただいたご意見を反映し、令和６年度第２回平塚市地域公

共交通活性化協議会でご審議をいただき、評価内容を確定いたします。 

なお、計画の見直しについては、新型コロナウィルス感染症による市民の行動変容、路線バスの運転士不

足の深刻化など、本計画を取り巻く社会環境がここ数年で急速に変化していることから、今回は、自動運転

バスの導入に関することの追記のみに留め、総合的な見直しについては、令和１０年度に移行する予定の地

域公共交通計画の策定に向けた準備の際に検討してまいりたい。 

 

 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和９年度 令和10 年度 

地域公共交通網形成計画 中間評価   計画最終年  

地域公共交通計画  準備   策定 

※地域公共交通網形成計画は令和９年度で終了し、令和 10 年度から地域公共交通計画へ移行したい。 

 

以 上 


